
「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」・現行規定対照条文

――第１編（総則）第９０条から第１７４条の２まで――

＊１ 中間試案において主な検討対象とされている民法の規定は，次のとおりです。

第１編（総則）第９０条から第１７４条の２まで

第３編（債権）第３９９条から第６９６条まで

中間試案では，上記の民法の規定に関して，現時点で改正が検討されている項目

のみを取り上げており，特に言及していない規定は維持することが想定されていま

す。

２ ポケ六通信では，特定の条文の改正に言及している場合は当該条文に，特定の条

文とは直接かかわらない場合及び複数の条文にまたがった改正項目の場合は，補充

見出しを立てて整理しました。

３ この加工はポケ六管理者において行ったものです。

第五章 法律行為

第一節 総則

■ 法律行為の意義（民法第１編第５章第１節関係）

(1) 法律行為は，法令の規定に従い，意思表示に基づいてその効力を生ずるものとする。

(2) 法律行為には，契約のほか，取消し，遺言その他の単独行為が含まれるものとする。

(注) これらのような規定を設けないという考え方がある。

（公序良俗）

第九〇条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

民法第９０条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は，無効とするものとする。

(2) 相手方の困窮，経験の不足，知識の不足その他の相手方が法律行為をするかどうか

を合理的に判断することができない事情があることを利用して，著しく過大な利益を

得，又は相手方に著しく過大な不利益を与える法律行為は，無効とするものとする。

(注) 上記(2)（いわゆる暴利行為）について，相手方の窮迫，軽率又は無経験に乗じ

て著しく過当な利益を獲得する法律行為は無効とする旨の規定を設けるという考え

方がある。また，規定を設けないという考え方がある。

（任意規定と異なる意思表示）

第九一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示した



ときは、その意思に従う。

（任意規定と異なる慣習）

第九二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為

の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

■ 意思能力

法律行為の当事者が，法律行為の時に，その法律行為をすることの意味を理解する能

力を有していなかったときは，その法律行為は，無効とするものとする。

（注１）意思能力の定義について，「事理弁識能力」とする考え方や，特に定義を設け

ず，意思能力を欠く状態でされた法律行為を無効とすることのみを規定するという

考え方がある。

（注２）意思能力を欠く状態でされた法律行為の効力について，本文の規定に加えて

日常生活に関する行為についてはこの限りでない（無効とならない）旨の規定を設

けるという考え方がある。

第二節 意思表示

（心裡
り

留保）

第九三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そ

のためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知るこ

とができたときは、その意思表示は、無効とする。

民法第９３条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 意思表示は，表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても，そのた

めにその効力を妨げられないものとする。ただし，相手方が表意者の真意ではないこ

とを知り，又は知ることができたときは，その意思表示は，無効とするものとする。

(2) 上記(1)による意思表示の無効は，善意の第三者に対抗することができないものとす

る。

（虚偽表示）

第九四条① 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

② 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

（錯誤）

第九五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表

意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

民法第９５条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 意思表示に錯誤があった場合において，表意者がその真意と異なることを知ってい

たとすれば表意者はその意思表示をせず，かつ，通常人であってもその意思表示をし



なかったであろうと認められるときは，表意者は，その意思表示を取り消すことがで

きるものとする。

(2) 目的物の性質，状態その他の意思表示の前提となる事項に錯誤があり，かつ，次の

いずれかに該当する場合において，当該錯誤がなければ表意者はその意思表示をせず，

かつ，通常人であってもその意思表示をしなかったであろうと認められるときは，表

意者は，その意思表示を取り消すことができるものとする。

ア 意思表示の前提となる当該事項に関する表意者の認識が法律行為の内容になって

いるとき。

イ 表意者の錯誤が，相手方が事実と異なることを表示したために生じたものであると

き。

(3) 上記(1)又は(2)の意思表示をしたことについて表意者に重大な過失があった場合に

は，次のいずれかに該当するときを除き，上記(1)又は(2)による意思表示の取消しを

することができないものとする。

ア 相手方が，表意者が上記(1)又は(2)の意思表示をしたことを知り，又は知らなかっ

たことについて重大な過失があるとき。

イ 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

(4) 上記(1)又は(2)による意思表示の取消しは，善意でかつ過失がない第三者

に対抗することができないものとする。

(注) 上記(2)イ（不実表示）については，規定を設けないという考え方がある。

（詐欺又は強迫）

第九六条① 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

② 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がそ

の事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

③ 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することが

できない。

民法第９６条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 詐欺又は強迫による意思表示は，取り消すことができるものとする。

(2) 相手方のある意思表示において，相手方から契約の締結について媒介をすることの

委託を受けた者又は相手方の代理人が詐欺を行ったときも，上記(1)と同様とする（そ

の意思表示を取り消すことができる）ものとする。

(3) 相手方のある意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては，上記(2)の場

合を除き，相手方がその事実を知り，又は知ることができたときに限り，その意思表

示を取り消すことができるものとする。

(4) 詐欺による意思表示の取消しは，善意でかつ過失がない第三者に対抗することがで

きないものとする。



（注）上記(2)については，媒介受託者及び代理人のほか，その行為について相手方が

責任を負うべき者が詐欺を行ったときも上記(1)と同様とする旨の規定を設けると

いう考え方がある。

（隔地者に対する意思表示）

第九七条① 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を

生ずる。

② 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失

したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

民法第９７条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 相手方のある意思表示は，相手方に到達した時からその効力を生ずるものとする。

(2) 上記(1)の到達とは，相手方が意思表示を了知したことのほか，次に掲げることをい

うものとする。

ア 相手方又は相手方のために意思表示を受ける権限を有する者（以下この項目におい

て「相手方等」という。）の住所，常居所，営業所，事務所又は相手方等が意思表

示の通知を受けるべき場所として指定した場所において，意思表示を記載した書面

が配達されたこと。

イ その他，相手方等が意思表示を了知することができる状態に置かれたこと。

(3) 相手方のある意思表示が通常到達すべき方法でされた場合において，相手方等が正

当な理由がないのに到達に必要な行為をしなかったためにその意思表示が相手方に到

達しなかったときは，その意思表示は，通常到達すべきであった時に到達したとみな

すものとする。

(4) 隔地者に対する意思表示は，表意者が通知を発した後に死亡し，意思能力を喪失し，

又は行為能力の制限を受けたときであっても，そのためにその効力を妨げられないも

のとする。

（公示による意思表示）

第九八条① 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ること

ができないときは、公示の方法によってすることができる。

② 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定に従い、

裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載し

て行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区

役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができ

る。

③ 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた

日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手



方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効

力を生じない。

④ 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手

方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属

する。

⑤ 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

（意思表示の受領能力）

第九八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人

であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、

その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

民法第９８条の２の規律に付け加えて，次のような規定を設けるものとする。

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を欠く状態であったときは，

その意思表示をもってその相手方に対抗することができないものとする。ただし，意思

能力を欠く状態であった相手方が意思能力を回復した後にその意思表示を知った後は，

この限りでないものとする。

第三節 代理

（代理行為の要件及び効果）

第九九条① 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、

本人に対して直接にその効力を生ずる。

② 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

民法第９９条第１項の規律を次のように改めるものとする。

(1) 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は，本人

に対して直接にその効力を生ずるものとする。

(2) 代理人がその権限内において自らを本人であると称してした意思表示もまた，本人

に対して直接にその効力を生ずるものとする。

（本人のためにすることを示さない意思表示）

第一〇〇条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のために

したものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知

ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

（代理行為の瑕疵
か し

）

第一〇一条① 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこ

と若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合に

は、その事実の有無は、代理人について決するものとする。



② 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従って

その行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったこ

とを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様

とする。

民法第１０１条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が，意思の不存在，詐欺，強迫又はあ

る事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって

影響を受けるべき場合には，その事実の有無は，代理人について決するものとする。

(2) 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が，意思表示を受けた者がある事情を

知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受ける

べき場合には，その事実の有無は，代理人について決するものとする。

(3) 本人が知っていた事情について，本人がこれを任意代理人に告げることが相当であ

った場合には，本人は，任意代理人がその事情を知らなかったことを主張することが

できないものとする。

(4) 本人が過失によって知らなかった事情について，本人がこれを知って任意代理人に

告げることが相当であった場合には，本人は，任意代理人がその事情を過失なく知ら

なかったことを主張することができないものとする。

（代理人の行為能力）

第一〇二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。

民法第１０２条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 制限行為能力者が代理人である場合において，その者が代理人としてした行為は，

行為能力の制限によっては取り消すことができないものとする。

(2) 上記(1)にかかわらず，制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人である場

合において，当該法定代理人が代理人としてした行為が当該法定代理人を当事者とし

てした行為であるとすれば取り消すことができるものであるときは，本人又は民法第

１２０条第１項に規定する者は，当該行為を取り消すことができるものとする。

（権限の定めのない代理人の権限）

第一〇三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

一 保存行為

二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良

を目的とする行為

民法第１０３条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 任意代理人は，代理権の発生原因である法律行為によって定められた行為

をする権限を有するものとする。



(2) 法定代理人は，法令によって定められた行為をする権限を有するものとする。

(3) 上記(1)及び(2)によって代理人の権限が定まらない場合には，代理人は，次に掲げ

る行為のみをする権限を有するものとする。

ア 保存行為

イ 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において，その利用又は改良

を目的とする行為

（任意代理人による復代理人の選任）

第一〇四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由がある

ときでなければ、復代理人を選任することができない。

（復代理人を選任した代理人の責任）

第一〇五条① 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監

督について、本人に対してその責任を負う。

② 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。

ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨

を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

民法第１０５条を削除するものとする。

（法定代理人による復代理人の選任）

第一〇六条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合に

おいて、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

（復代理人の権限等）

第一〇七条① 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

② 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

（自己契約及び双方代理）

第一〇八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理

人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為につ

いては、この限りでない。

民法第１０８条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 代理人が自己を相手方とする行為をした場合又は当事者双方の代理人として行為を

した場合には，当該行為は，代理権を有しない者がした行為とみなすものとする。

(2) 上記(1)は，次のいずれかに該当する場合には，適用しないものとする。

ア 代理人がした行為が，本人があらかじめ許諾したものである場合

イ 代理人がした行為が，本人の利益を害さないものである場合

(3) 代理人がした行為が上記(1)の要件を満たさない場合であっても，その行為が代理人

と本人との利益が相反するものであるときは，上記(1)及び(2)を準用するものとする。



（注１）上記(1)については，無権代理行為とみなして本人が追認の意思表示をしない

限り当然に効果不帰属とするのではなく，本人の意思表示によって効果不帰属とす

ることができるという構成を採るという考え方がある。

（注２）上記(3)については，規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方がある。

■ 代理権の濫用

(1) 代理人が自己又は他人の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合におい

て，相手方が当該目的を知り，又は重大な過失によって知らなかったときは，本人は，

相手方に対し，当該行為の効力を本人に対して生じさせない旨の意思表示をすること

ができるものとする。

(2) 上記(1)の意思表示がされた場合には，上記(1)の行為は，初めから本人に対してそ

の効力を生じなかったものとみなすものとする。

(3) 上記(1)の意思表示は，第三者が上記(1)の目的を知り，又は重大な過失によって知

らなかった場合に限り，第三者に対抗することができるものとする。

（注）上記(1)については，本人が効果不帰属の意思表示をすることができるとするの

ではなく，当然に無効とするという考え方がある。

（代理権授与の表示による表見代理）

第一〇九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲

内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第

三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなか

ったときは、この限りでない。

民法第１０９条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 本人が相手方に対して他人に代理権を与えた旨を表示した場合において，その他人

がその表示された代理権の範囲内の行為をしたときは，本人は，当該行為について，

その責任を負うものとする。ただし，相手方が，その他人がその表示された代理権を

与えられていないことを知り，又は過失によって知らなかったときは，この限りでな

いものとする。

(2) 上記(1)の他人がその表示された代理権の範囲外の行為をした場合において，相手方

が当該行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときは，本

人は，当該行為について，その責任を負うものとする。ただし，相手方が，その他人

がその表示された代理権を与えられていないことを知り，又は過失によって知らなか

ったときは，この限りでないものとする。

（権限外の行為の表見代理）

第一一〇条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者



が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

民法第１１０条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 代理人がその権限外の行為をした場合において，相手方が代理人の権限があると信

ずべき正当な理由があるときは，本人は，当該行為について，その責任を負うものと

する。

(2) 代理人が自らを本人であると称してその権限外の行為をした場合において，相手方

が代理人の行為が本人自身の行為であると信ずべき正当な理由があるときは，本人は，

当該行為について，その責任を負うものとする。

（代理権の消滅事由）

第一一一条① 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人の死亡

二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこ

と。

② 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

（代理権消滅後の表見代理）

第一一二条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者

が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

民法第１１２条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 代理人であった者が代理権の消滅後にその代理権の範囲内の行為をした場合におい

て，相手方がその代理権の消滅の事実を知らなかったときは，本人は，当該行為につ

いて，その責任を負うものとする。ただし，相手方がその代理権の消滅の事実を知ら

なかったことにつき過失があったときは，この限りでないものとする。

(2) 代理人であった者が代理権の消滅後にその代理権の範囲外の行為をした場合におい

て，相手方が，その代理権の消滅の事実を知らず，かつ，当該行為についてその者の

代理権があると信ずべき正当な理由があるときは，本人は，当該行為について，その

責任を負うものとする。ただし，相手方がその代理権の消滅の事実を知らなかったこ

とにつき過失があったときは，この限りでないものとする。

（無権代理）

第一一三条① 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認を

しなければ、本人に対してその効力を生じない。

② 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができ

ない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

（無権代理の相手方の催告権）

第一一四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期



間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合におい

て、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

（無権代理の相手方の取消権）

第一一五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り

消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知って

いたときは、この限りでない。

（無権代理行為の追認）

第一一六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を

生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

（無権代理人の責任）

第一一七条① 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができ

ず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方

に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

② 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が

知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契

約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

民法第１１７条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 他人の代理人として契約をした者は，その代理権を有していた場合又は本人の追認

を得た場合を除き，相手方の選択に従い，相手方に対して履行又は損害賠償の責任を

負うものとする。

(2) 上記(1)は，次のいずれかに該当する場合には，適用しないものとする。

ア 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていた

場合

イ 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によっ

て知らなかった場合。ただし，他人の代理人として契約をした者が自己に代理権が

ないことを自ら知っていたときを除くものとする。

ウ 他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知らなかった場合。

ただし，重大な過失によって知らなかったときを除くものとする。

エ 他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかった場合

（単独行為の無権代理）

第一一八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者

が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに

限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意

を得て単独行為をしたときも、同様とする。



■ 授権（処分権授与）

(1) 他人に対し，その他人を当事者とする法律行為によって自己の所有権その他の権利

を処分する権限を与えた場合において，その他人が相手方との間で当該法律行為をし

たときは，当該権利は，相手方に直接移転するものとする。この場合において，当該

権利を有していた者は，相手方に対し，その他人と相手方との間の法律行為において

その他人が相手方に対して主張することのできる事由を，主張することができるもの

とする。

(2) 上記(1)の場合については，その性質に反しない限り，代理に関する規定を準用する

ものとする。

（注）授権に関する規定は設けない（解釈に委ねる）という考え方がある。

第四節 無効及び取消し

■ 法律行為の一部無効

法律行為の一部が無効となる場合であっても，法律行為のその余の部分の効力は妨げ

られないものとする。ただし，当該一部が無効であることを知っていれば当事者がその

法律行為をしなかったと認められる場合には，その法律行為は無効とするものとする。

（注）このような規定を設けないという考え方がある。

■ 無効な法律行為の効果

(1) 無効な法律行為（取り消されたために無効であったとみなされた法律行為を含む。）

に基づく債務の履行として給付を受けた者は，その給付を受けたもの及びそれから生

じた果実を返還しなければならないものとする。この場合において，給付を受けたも

の及びそれから生じた果実の返還をすることができないときは，その価額の償還をし

なければならないものとする。

(2) 上記(1)の無効な法律行為が有償契約である場合において，給付を受けた者が給付を

受けた当時，その法律行為の無効であること又は取り消すことができることを知らな

かったときは，給付を受けたものの価額の償還義務は，給付を受けた者が当該法律行

為に基づいて給付し若しくは給付すべきであった価値の額又は現に受けている利益の

額のいずれか多い額を限度とするものとする。

(3) 上記(1)の無効な法律行為が有償契約以外の法律行為である場合において，給付を受

けた者が給付を受けた当時，その法律行為の無効であること又は取り消すことができ

ることを知らなかったときは，給付を受けた者は，それを知った時点でその法律行為

によって現に利益を受けていた限度において上記(1)の返還の義務を負うものとする。

(4) 民法第１２１条ただし書の規律に付け加えて，次のような規定を設けるものとする。

意思能力を欠く状態で法律行為をした者は，その法律行為によって現に利益を受け

ている限度において，返還の義務を負うものとする。ただし，意思能力を欠く状態で



法律行為をした者が意思能力を回復した後にその行為を了知したときは，その了知を

した時点でその法律行為によって現に利益を受けていた限度において，返還の義務を

負うものとする。

（注）上記(2)については，「給付を受けた者が当該法律行為に基づいて給付し若しく

は給付すべきであった価値の額又は現に受けている利益の額のいずれか多い額」を

限度とするのではなく，「給付を受けた者が当該法律行為に基づいて給付し若しく

は給付すべきであった価値の額」を限度とするという考え方がある。

（無効な行為の追認）

第一一九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がそ

の行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

（取消権者）

第一二〇条① 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又

はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができ

る。

② 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵
か し

ある意思表示をした者又は

その代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

（取消しの効果）

第一二一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行

為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

（取り消すことができる行為の追認）

第一二二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、

以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはで

きない。

民法第１２２条ただし書を削除するものとする。

（取消し及び追認の方法）

第一二三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又

は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

（追認の要件）

第一二四条① 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その

効力を生じない。

② 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をし

た後でなければ、追認をすることができない。

③ 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をす

る場合には、適用しない。



民法第１２４条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 取り消すことができる行為の追認は，取消しの原因となっていた状況が消滅し，か

つ，追認権者が取消権を行使することができることを知った後にしなければ，その効

力を生じないものとする。

(2) 次に掲げるいずれかの場合には，上記(1)の追認は，取消しの原因となっていた状況

が消滅した後にすることを要しないものとする。

ア 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合

イ 制限行為能力者（成年被後見人を除く。）が法定代理人，保佐人又は補助人の同意

を得て追認をする場合

（法定追認）

第一二五条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる

行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議

をとどめたときは、この限りでない。

一 全部又は一部の履行

二 履行の請求

三 更改

四 担保の供与

五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

六 強制執行

民法第１２５条の規律に，法定追認事由として，「弁済の受領」及び「担保権の取得」

を付け加えるものとする。

（注）「弁済の受領」及び「担保権の取得」を付け加えないという考え方がある。

（取消権の期間の制限）

第一二六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効に

よって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

民法第１２６条の規律を改め，取消権は，追認をすることができる時から３年間行使

しないときは時効によって消滅するものとし，行為の時から１０年を経過したときも，

同様とするものとする。

（注）民法第１２６条の規律を維持するという考え方がある。

第五節 条件及び期限

■ 条件

条件に関する民法第１２７条から第１３４条までの規律は，基本的に維持した上で，



次のように改めるものとする。

(1) 民法第１２７条に条件という用語の定義を付け加え，条件とは，法律行為の効力の

発生・消滅又は債務の履行を将来発生することが不確実な事実の発生に係らしめる特

約をいうものとする。

(2) 民法第１３０条の規律を次のように改めるものとする。

ア 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が，条件を付した趣旨に反して

故意にその条件の成就を妨げたときは，相手方は，その条件が成就したものとみな

すことができるものとする。

イ 条件が成就することによって利益を受ける当事者が，条件を付した趣旨に反して故

意にその条件を成就させたときは，相手方は，その条件が成就しなかったものとみ

なすことができるものとする。

（条件が成就した場合の効果）

第一二七条① 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

② 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

③ 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表

示したときは、その意思に従う。

（条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止）

第一二八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就し

た場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

（条件の成否未定の間における権利の処分等）

第一二九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、

処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

（条件の成就の妨害）

第一三〇条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就

を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

（既成条件）

第一三一条① 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条

件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律

行為は無効とする。

② 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が

停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその

法律行為は無条件とする。

③ 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったこ

とを知らない間は、第百二十八条〈条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の

禁止〉及び第百二十九条〈条件の成否未定の間における権利の処分等〉の規定を準用す



る。

（不法条件）

第一三二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条

件とするものも、同様とする。

（不能条件）

第一三三条① 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

② 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

（随意条件）

第一三四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無

効とする。

■ 期限

期限に関する民法第１３５条から第１３７条までの規律は，基本的に維持した上で，

次のように改めるものとする。

(1) 民法第１３５条に期限という用語の定義を付け加え，期限とは，法律行為の効力の

発生・消滅又は債務の履行を将来発生することが確実な事実の発生に係らしめる特約

をいうものとする。

(2) 民法第１３５条第１項の規律を次のように改めるものとする。

ア 法律行為に始期を付したときは，その法律行為の効力は，期限が到来した時に発生

するものとする。

イ 債務の履行に始期を付したときは，期限が到来するまで，その履行を請求すること

ができないものとする。

(3) 民法第１３７条第２号の規律を改め，債務者が，その義務に反して，担保を滅失さ

せ，損傷させ，又は減少させたときは，債務者は，期限の利益を主張することができ

ないものとする。

（期限の到来の効果）

第一三五条① 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来する

まで、これを請求することができない。

② 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅す

る。

（期限の利益及びその放棄）

第一三六条① 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

② 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害する

ことはできない。

（期限の利益の喪失）



第一三七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。（平成一六法七六本号改正）

二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

第六章 期間の計算

（期間の計算の通則）

第一三八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は

法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

（期間の起算）

第一三九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

第一四〇条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。

ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

（期間の満了）

第一四一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

第一四二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十

八号）に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある

場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

（暦による期間の計算）

第一四三条① 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算

する。

② 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年

においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を

定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

第七章 時効

第一節 総則

（時効の効力）

第一四四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

消滅時効に関して，民法第１４４条及び第１４５条の規律を次のように改めるものと

する。

(1) 時効期間が満了したときは，当事者又は権利の消滅について正当な利益を有する第

三者は，消滅時効を援用することができるものとする。

(2) 消滅時効の援用がされた権利は，時効期間の起算日に遡って消滅するものとする。

（注）上記(2)については，権利の消滅について定めるのではなく，消滅時効の援用が



された権利の履行を請求することができない旨を定めるという考え方がある。

（時効の援用）

第一四五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることが

できない。

（時効の利益の放棄）

第一四六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

■ 時効期間の更新事由

時効の中断事由の規律（民法第１４７条ほか）を次のように改めるものとする。

(1) 時効期間は，次に掲げる事由によって更新されるものとする。

ア 確定判決によって権利が確定したこと。

イ 裁判上の和解，調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定

したこと。

ウ 強制執行又は担保権の実行としての競売の手続が終了したこと（権利の満足に至ら

ない場合に限る。）。ただし，当該手続が権利者の請求により又は法律の規定に従

わないことにより取り消されたときを除くものとする。

エ 相手方の権利を承認したこと。

(2) 上記(1)ア又はイに該当するときは，それぞれその確定の時から，新たに［１０年間］

の時効期間が進行を始めるものとする。

(3) 上記(1)ウに該当するときは当該手続が終了した時から，上記(1)エに該当するとき

はその承認があった時から，新たに前記２又は４の原則的な時効期間と同一の時効期

間が進行を始めるものとする。ただし，従前の時効期間の残存期間が原則的な時効期

間より長い場合には，時効期間の更新の効力が生じないものとする。

（時効の中断事由）

第一四七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。

一 請求

二 差押え、仮差押え又は仮処分

三 承認

（時効の中断の効力が及ぶ者の範囲）

第一四八条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承

継人の間においてのみ、その効力を有する。

（裁判上の請求）

第一四九条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生

じない。



（支払督促）

第一五〇条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条に規定する期間内に仮執行

の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じな

い。

（和解及び調停の申立て）

第一五一条 和解の申立て又は民事調停法（昭和二十六年法律第二百二十二号）若しくは

家事事件手続法（平成二十三年法律第五十二号）による調停の申立ては、相手方が出頭

せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、

時効の中断の効力を生じない。

（破産手続参加等）

第一五二条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り

下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。（平成一六法七

六本条改正）

（催告）

第一五三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、

民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、

更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じな

い。

（差押え、仮差押え及び仮処分）

第一五四条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わ

ないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。

第一五五条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないとき

は、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。

（承認）

第一五六条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分

につき行為能力又は権限があることを要しない。

（中断後の時効の進行）

第一五七条① 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始

める。

② 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始

める。

■ 時効の停止事由

時効の停止事由に関して，民法第１５８条から第１６０条までの規律を維持するほか，

次のように改めるものとする。

(1) 次に掲げる事由がある場合において，前記６(1)の更新事由が生ずることなくこれら



の手続が終了したときは，その終了の時から６か月を経過するまでの間は，時効は，

完成しないものとする。この場合において，その期間中に行われた再度のこれらの手

続については，時効の停止の効力を有しないものとする。

ア 裁判上の請求

イ 支払督促の申立て

ウ 和解の申立て又は民事調停法・家事事件手続法による調停の申立てエ 破産手続参

加，生手続参加又は更生手続参加

オ 強制執行，担保権の実行としての競売その他の民事執行の申立て

カ 仮差押命令その他の保全命令の申立て

(2) 上記(1)アによる時効の停止の効力は，債権の一部について訴えが提起された場合で

あっても，その債権の全部に及ぶものとする。

(3) 民法第１５５条の規律を改め，上記(1)オ又はカの申立ては，時効の利益を受ける者

に対してしないときは，その者に通知をした後でなければ，時効の停止の効力を生じ

ないものとする。

(4) 民法第１５３条の規律を改め，催告があったときは，その時から６か月を経過する

までの間は，時効は，完成しないものとする。この場合において，その期間中に行わ

れた再度の催告は，時効の停止の効力を有しないものとする。

(5) 民法第１６１条の規律を改め，時効期間の満了の時に当たり，天災その他避けるこ

とのできない事変のため上記(1)アからカまでの手続を行うことができないときは，そ

の障害が消滅した時から６か月を経過するまでの間は，時効は，完成しないものとす

る。

(6) 当事者間で権利に関する協議を行う旨の［書面による］合意があったときは，次に

掲げる期間のいずれかを経過するまでの間は，時効は，完成しないものとする。

ア 当事者の一方が相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の［書面による］通知をし

た時から６か月

イ 上記合意があった時から［１年］

（注）上記(6)については，このような規定を設けないという考え方がある。

（未成年者又は成年被後見人と時効の停止）

第一五八条① 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代

理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法

定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見

人に対して、時効は、完成しない。

② 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有

するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法

定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、



完成しない。

（夫婦間の権利の時効の停止）

第一五九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から

六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

（相続財産に関する時効の停止）

第一六〇条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産

手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

（天災等による時効の停止）

第一六一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のた

め時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過する

までの間は、時効は、完成しない。

第二節 取得時効

（所有権の取得時効）

第一六二条① 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有し

た者は、その所有権を取得する。

② 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その

占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

（所有権以外の財産権の取得時効）

第一六三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公

然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得す

る。

（占有の中止等による取得時効の中断）

第一六四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は

他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

第一六五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。

第三節 消滅時効

■ 債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点

【甲案】 「権利を行使することができる時」（民法第１６６条第１項）という起算点を

維持した上で，１０年間（同法第１６７条第１項）という時効期間を５年間に改める

ものとする。

【乙案】 「権利を行使することができる時」（民法第１６６条第１項）という起算点か

ら１０年間（同法第１６７条第１項）という時効期間を維持した上で，「債権者が債

権発生の原因及び債務者を知った時（債権者が権利を行使することができる時より前



に債権発生の原因及び債務者を知っていたときは，権利を行使することができる時）」

という起算点から［３年間／４年間／５年間］という時効期間を新たに設け，いずれ

かの時効期間が満了した時に消滅時効が完成するものとする。

（注）【甲案】と同様に「権利を行使することができる時」（民法第１６６条第１項）

という起算点を維持するとともに，１０年間（同法第１６７条第１項）という時効

期間も維持した上で，事業者間の契約に基づく債権については５年間，消費者契約

に基づく事業者の消費者に対する債権については３年間の時効期間を新たに設ける

という考え方がある。

（消滅時効の進行等）

第一六六条① 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

② 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、

その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その

時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

（債権等の消滅時効）

第一六七条① 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

② 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

（定期金債権の消滅時効）

第一六八条① 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅す

る。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。

② 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承

認書の交付を求めることができる。

(1) 民法第１６８条第１項前段の規律を改め，定期金の債権についての消滅時効は，次

の場合に完成するものとする。

ア 第１回の弁済期から［１０年間］行使しないとき

イ 最後に弁済があった時において未払となっている給付がある場合には，最後の弁済

の時から［１０年間］行使しないとき

ウ 最後に弁済があった時において未払となっている給付がない場合には，次の弁済期

から［１０年間］行使しないとき

(2) 民法第１６８条第１項後段を削除するものとする。

（定期給付債権の短期消滅時効）

第一六九条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする

債権は、五年間行使しないときは、消滅する。

■ 職業別の短期消滅時効の廃止



民法第１７０条から第１７４条までを削除するものとする。

（三年の短期消滅時効）

第一七〇条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に

掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。

一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

第一七一条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行し

た時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任

を免れる。

（二年の短期消滅時効）

第一七二条① 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった

事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。

② 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したと

きは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。

第一七三条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。

一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕

事をすることを業とする者の仕事に関する債権

三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債

権

（一年の短期消滅時効）

第一七四条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。

一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権

二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債

権

三 運送賃に係る債権

四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物

の代価又は立替金に係る債権

五 動産の損料に係る債権

（判決で確定した権利の消滅時効）

第一七四条の二① 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の

定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他

確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

② 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。



■ 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効（民法第７２４条関係）

民法第７２４条の規律を改め，不法行為による損害賠償の請求権は，次に掲げる場合

のいずれかに該当するときは，時効によって消滅するものとする。

(1) 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から３年間行使しないとき

(2) 不法行為の時から２０年間行使しないとき

■ 生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

生命・身体［又はこれらに類するもの］の侵害による損害賠償請求権の消滅時効につ

いては，前記２（債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点）における債権の消滅時効

における原則的な時効期間に応じて，それよりも長期の時効期間を設けるものとする。

（注）このような特則を設けないという考え方がある。


